
１　対象業務及び業務区域

 （１）対象業務

　　　通行車両計数作業 (ゲート開閉含む）・豊平峡ダム路線に係る道路パトロール業務

 （２）業務区域

　　　札幌市南区定山渓　豊平峡ダム路線ゲート周辺 （詳細は,別添位置図参照）

２　履行期間について

　　 履行期間は、令和８年４月21日から同年11月６日までの 200日間とする。

　　 同期間のうち、令和8年４月29日から同年11月３日までの期間は、豊平峡ダム路

　 線の通行許可及び、車両計数作業を行うこととし、ほかの期間は、事前準備及び、後

　 型付け作業等を行うこととする。

３　業務従事者

　　業務従事者は原則として1名とするが、状況に応じて適宣増員すること。

４　業務着手及び業務計画書の作成

 （1）受託者は業務の着手時、速やかに書面により届け出なければならない。

 （2）業務履行に関わる配置人員、緊急連絡体制、パトロール行程を記載した業務計画書(1部)

　  を4月24日までに提出し、業務主任の承認を得ること。

 （3）履行期間中に業務計画書の変更が生じた場合は、速やかに変更計画書を提出すること。

５　業務の内容

　（１）本ゲート開閉 ・ チェックゲート計数業務

　　①南区土木部維持管理課で発行した車両通行許可証を提示した車両を計数する。

　　②本業務に伴うダム路線本ゲートの開閉(開門～午前８時、閉門～午後６時）を毎日行い、

　　通行許可車両に伴うチェックゲートの開閉を適宣行うこと。

　　③ダム路線のチェックゲートからダムサイトまでは、一般車両（ダム、営林署、北電、水道、

　　札幌市、受託者に係る業務用車両は除く）は通行禁止路線になっているため、

　　上記①の車両通行許可証を持つ者以外の進入を禁止する。

　　④緊急車両及び、緊急用務等により本市から連絡を受けた車両については、通行を許可

　　し、車両の計数作業を行うこと。
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    ⑤門扉の開閉等、具体的な方法は、担当職員の指示に従うこと。

　（２）パトロール

　　①豊平峡ダム路線に関連するパトロールを毎日１回行うこと。

　　②１日分における時間外労働を考慮し、１８９日・人×（１０/８）hr≒２３７日・人で計上する。

　　③下記に示す事故及び異常を発見した際は、直ちに担当職員に連絡のうえ指示に従うこと。

　＜事故及び異常＞

　・　委託区域内の道路において通行不能の事態が発生した場合。

　・　委託区域内の道路の付帯設備等に損傷が生じた場合。　

　・　その他、道路通行に何らかの支障があると判断される場合。

６　業務報告書

　（１）別紙様式１～３について、月毎の業務成果を報告すること。提出については、翌月の５日

　以内（土、日、祝日の場合はその前日）までとし、閉庁日の場合は、担当職員と相談すること。

　（２）緊急車両及び、緊急用務等により担当職員から連絡を受けた車両の入場等は別紙様式

　３の特記事項欄に記載し報告すること。

７　報告

（１）受託者は、業務遂行中に発生した事故等について、速やかに担当職員へその概要を報告

　すること。

（２）受託者は、業務に関連し道路利用者から要望等を受けた場合は、速やかに担当職員にそ

　の内容を報告すること。

（３）受託者は、業務の実施にあたって備品及び設備品を破損し、または破損箇所を発見したと

　きは、速やかに担当職員へ概要を報告すること。

８　関係法令の遵守

　　受託者は、関係する法令を順守すること。また、業務上知り得た秘密となるような事柄をほか

　に漏らさないこと。

９　服装等

　（１）業務遂行にあたっては、公共施設に関わる業務であることを自覚し、迅速かつ公平を期

　　 するとともに、誠意ある対応を心掛けること。

  （２）業務従事者は、常に清潔な服装とし、身分のわかる名札を着用すること。
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10　安全の確保

　　　受託者は、業務の実施にあたり業務員の事故防止に十分注意するとともに、事故に対す

　　る一切の責任を負うこと。

11　環境負荷低減に関する事項

　　  受託者は本業務の遂行において、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減

　 に務めること。特に以下の項目に留意すること。

　（１）電気等の使用にあたっては、極力節約に努めること。

　（２）ごみ減量及びリサイクルに努めること。

　（３）本業務の履行において使用する製品及び材料等は環境に配慮したものを使用すること。

12　個人情報取扱注意事項

　　　受託者は、業務実施に当たって、個人情報を取り扱うこととなった場合は、別紙１の「個人

　　情報の取扱いに関する注意事項」を順守しなければならない。

13　その他

　（１）豊平峡ダムを訪れる市民や観光客が快適かつ安全に利用できるよう、ダム関連施設や

　　電気バスの運行会社と調整を図りながら業務にあたること。

　（２）この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者双方で協議しその処理を図る

　　こととする。
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令和　●●年　●●月　●●日

記

   

利 用 状 況

特 記 事 項

管 理 期 間

 延べ従業員 

令和●●年●●月●●日～令和●●年●●月●●日

計●●人(ゲート開閉●●人、時間外2時間＝●●人)

管 理 状 況

札幌市長　　　秋元　克広　　様

住所、社名、代表、及び社印

豊平峡ダム路線管理業務の成果について下記の通り報告します。
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​【別記】​

​個人情報の取扱いに関する特記事項​

​（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用）​

​　（個人情報の保護に関する法令等の遵守）​

​第１条　受注者（受託者）は、本工事（業務）を施工（履行）するに当たって個人情報​

​を取扱うこととなった場合は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５​

​７号。以下「個人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の​

​保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガ​

​イド」という。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の​

​取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。​

​　（管理体制の整備）​

​第２条　受注者（受託者）は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人​

​情報をいう。以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その​

​体制を維持しなければならない。​

​　（管理責任者及び従業者）​

​第３条　受注者（受託者）は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、​

​書面（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により発​

​注者（委託者）に報告しなければならない。​

​２　受注者（受託者）は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場​

​合の手続を定めなければならない。​

​３　受注者（受託者）は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により発注者（委​

​託者）に申請し、その承認を得なければならない。​

​４　受注者（受託者）は、従業者を変更する場合は、事前に書面により発注者（委託​

​者）に報告しなければならない。​

​５　保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなけれ​

​ばならない。​

​６　従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければなら​

​ない。​

​　（取扱区域の特定）​

​第４条　受託者は、個人情報を実際に取り扱って事務を実施する区域（以下「取扱区​

​域」という。）を定め、書面により委託者に報告しなければならない。​

​２　受注者（受託者）は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者（委託​

​者）に申請し、その承認を得なければならない。​

​３　受注者（受託者）は、発注者（委託者）が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個​

​人情報を定められた場所から持ち出してはならない。​

​　（守秘義務）​

​第５条　受注者（受託者）は、本工事（業務）の施工（履行）に伴い直接又は間接に知​

​り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。​



​２　受注者（受託者）は、その使用する者がこの契約に係る事務を処理するに当たって​

​知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。​

​３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす​

​る。​

​　（下請契約（再委託））​

​第６条　受注者（受託者）が、本工事（業務）のうち、個人情報の取扱いに係る下請契​

​約（再委託）をする場合には、あらかじめ発注者（委託者）に書面により申請し、発注​

​者（委託者）から承諾を得なければならない。​

​２　受注者（受託者）は、前項の申請をする場合には、発注者（委託者）に対して次の​

​事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。​

​　(1) 下請契約（再委託）先の名称​

​　(2) 下請契約（再委託）する理由​

​　(3) 下請契約（再委託）して処理する内容​

​　(4) 下請契約（再委託）先において取り扱う情報​

​　(5) 下請契約（再委託）先における安全性及び信頼性を確保する対策​

​　(6) 下請契約（再委託）先に対する管理及び監督の方法​

​３　発注者（委託者）が第１項の規定による申請に承諾した場合には、受注者（受託​

​者）は、下請契約（再委託）先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるととも​

​に、発注者（委託者）に対して下請契約（再委託）先の全ての行為及びその結果につい​

​て責任を負うものとする。​

​４　発注者（委託者）が第１項及び第２項の規定により、受注者（受託者）に対して個​

​人情報の取扱いに係る下請契約（再委託）を承諾した場合には、受注者（受託者）は、​

​下請契約（再委託）先との契約において、下請契約（再委託）先に対する管理及び監督​

​の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。​

​５　前項に規定する場合において、受注者（受託者）は、下請契約（再委託）先の履行​

​状況を管理・監督するとともに、発注者（委託者）の求めに応じて、その管理・監督の​

​状況を適宜報告しなければならない。​

​　（派遣労働者等の利用時の措置）​

​第７条　受注者（受託者）は、本工事（業務）を派遣労働者、契約社員その他の正社員​

​以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵​

​守させなければならない。​

​２　受注者（受託者）は、発注者（委託者）に対して、正社員以外の労働者の全ての行​

​為及びその結果について責任を負うものとする。​

​　（個人情報の管理）​

​第８条　受注者（受託者）は、本工事（業務）において利用する個人情報を保持してい​

​る間は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の​

​定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。​

​　(1)　個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確​

​化すること。​

​　(2)　組織体制の整備、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応す​

​る体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。​

​　(3)　従業者の監督を行うこと。​



​　(4)　取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いに​

​おける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。​

​　(5)　アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及​

​び情報漏えい等の防止を行うこと。​

​　（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止）​

​第９条　受注者（受託者）は、本工事（業務）において利用する個人情報について、本​

​工事（業務）以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。​

​　（受渡し）​

​第１０条　受注者（受託者）は、発注者（委託者）と受注者（受託者）との間の個人情​

​報を含む書類等の受渡しを行う場合には、発注者（委託者）が指定する方法による受渡​

​し確認を行うものとする。​

​　（個人情報の返還、消去又は廃棄）​

​第１１条　受注者（受託者）は、本工事（業務）の終了時に、本工事（業務）において​

​利用する個人情報について、発注者（委託者）の指定した方法により、返還、消去又は​

​廃棄しなければならない。​

​２　受注者（受託者）は、本工事（業務）において利用する個人情報を消去又は廃棄す​

​る場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の​

​方法及び処理予定日を書面により発注者（委託者）に申請し、その承諾を得なければな​

​らない。​

​３　受注者（受託者）は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者（委託者）から立会い​

​を求められた場合は、これに応じなければならない。​

​４　受注者（受託者）は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人​

​情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とす​

​るのに必要な措置を講じなければならない。​

​５　受注者（受託者）は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、発注者（委託​

​者）に対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなけ​

​ればならない。​

​　（定期報告及び緊急時報告）​

​第１２条　受注者（受託者）は、発注者（委託者）から、個人情報の取扱いの状況につ​

​いて報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。​

​２　受注者（受託者）は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順​

​を定めなければならない。​

​　（監査及び調査）​

​第１３条　発注者（委託者）は、本工事（業務）に係る個人情報の取扱いについて、本​

​契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注​

​者（受託者）及び下請負人（再委託者）に対して、実地の監査又は調査を行うことがで​

​きる。​

​２　発注者（委託者）は、前項の目的を達するため、受注者（受託者）に対して必要な​

​情報を求め、又は本工事（業務）の処理に関して必要な指示をすることができる。​



​　（事故時の対応）​

​第１４条　受注者（受託者）は、本工事（業務）に関し個人情報の漏えい等の事故（個​

​人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の​

​発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者（委託者）に対して、当該事故に関​

​わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者​

​（委託者）の指示に従わなければならない。​

​２　受注者（受託者）は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者​

​（委託者）その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措​

​置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。​

​３　発注者（委託者）は、本工事（業務）に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した​

​場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。​

​　（契約解除）​

​第１５条　発注者（委託者）は、受注者（受託者）が特記事項に定める業務を履行しな​

​い場合は、特記事項に関連する工事（業務）の全部又は一部を解除することができる。​

​２　受注者（受託者）は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合におい​

​ても、発注者（委託者）に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとす​

​る。​

​　（損害賠償）​

​第１６条　受注者（受託者）の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履​

​行しないことによって発注者（委託者）に対する損害を発生させた場合は、受注者（受​

​託者）は、発注者（委託者）に対して、その損害を賠償しなければならない。​



​【様式１-１】​

​個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書​

​（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用）​

​令和　　年　　月　　日　　​

​（会社名等）​​　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​（代表者氏名）​​　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​工事等名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​個人情報取扱事務について下記のとおり安全管理措置を実施することを申し出ます。​

​記​

​１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定​

​　　貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記​

​入ください。併せて、当該規程をご提出ください。​

​　　基本方針、規程及び取扱手順等を策定していない場合は、下記の記載欄に「契約​

​書の特記事項を遵守する」旨の宣誓をしてください。下記に当てはまるものの□欄に​

​チェックをしてください。​

​　　□　個人情報の取扱いに関する基本方針等を提出​

​　　□　契約書の特記事項を遵守することを宣誓します​

​２　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置​

​　　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記入してください。​

​上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は不要です。なお、付箋等で該当​

​箇所をご教示願います。​

​　​​（総括保護管理者）　　　　　　　　　　　​

​　​​（保護管理者）　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　□基本方針等に記載がある（該当する場合は□欄にチェック）​

​３　従業者の指定及び監督​

​　(1) 当該案件に従事する従業者を記載してください。※該当する□欄にチェック​

​　　□　従事者名簿​
​所　属​ ​役　職​ ​氏　名​ ​秘密保持誓約​

​□誓約書を徴​

​した​

​□誓約書を徴​

​した​

​□誓約書を徴​

​した​

​□誓約書を徴​

​した​

​　※上記名簿が足りない場合は、同様の様式で別途作成し提出してください。​

​　※下記３(2)において個人情報秘密保持誓約した場合は、秘密保持誓約欄の□欄にチェックし​

​てください。​



​(2)​ ​従​​業​​者​​の​​秘​​密​​保​​持​​に​​関​​す​​る​​事​​項​​が​​明​​記​​さ​​れ​​て​​い​​る​​書​​類​​を​​ご​​提​​出​​く​​だ​​さ​​い。​​該​​当​​す​

​る書類がない場合は、本案件に該当する各従業者から、当該案件において知り得た​

​個人情報についてその秘密を保持する旨の誓約書を徴し、上記３(1)従事者名簿に​

​徴したことを記載してください。下記に当てはまるものの□欄にチェックをしてく​

​ださい。​

​　　□　秘密保持に関する事項が明記されている書類を提出​

​　　□　従事者名簿にて誓約書を徴したことを記載​

​４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施​

​　　設定した管理区域の名称（事務所名等）についてご記入ください。また、当該区​

​域の施錠装置の有無について、当てはまるものの□欄にチェックをしてください。施​

​錠装置が無い場合は、代替となる安全管理措置についてその他欄にご記入ください。​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　施錠装置　　□　有り　　□　無し​

​その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​

​５　セキュリティ強化のための管理策​

​　　文書・電子媒体等について、その管理策で当てはまるものの□欄にチェックをし​

​てください。その他の策を実施している場合は、具体的な策をご記入ください。​

​　　□　取り扱うことができる従業者を定めている。​

​　　□　セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。​

​　　□　施錠できる耐火金庫等に保管している。​

​　　□　電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。​

​　　□　その他​

​　　　※具体的な策を以下にご記入ください。​

​　　　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​６　事件・事故における報告連絡体制​

​　　当該業務に関して、個人情報の漏洩、滅失又は毀損等の事件や事故が発生した場​

​合の本市への連絡を行う責任者の氏名を記入してください。​​連絡責任者は、総括保護​

​管理者又は保護管理者と同一の者でも構いません​​。​

​　​​（連絡責任者）　　　　　　　　　　　​

​７　情報資産を持ち運ぶ際の保護体制​

​　　情報資産を持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各​

​項目の内容に合致している場合は、□欄にチェックをしてください。なお、その他の​

​対策を実施している場合は、対策をご記入ください。​

​　　□　情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器等を使用している。​

​　　□　複数人で持ち運ぶこととしている。​

​　　□　その他の盗難及び紛失対策を実施している。​

​　　　※対策を以下にご記入ください。​

​　　　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　​



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月
1 水 1 金 ○ 1 月 ○ 1 水 ○ 1 土 ○ 1 火 ○ 1 木 ○ 1 日 ○
2 木 2 土 ○ 2 火 ○ 2 木 ○ 2 日 ○ 2 水 ○ 2 金 ○ 2 月 ○
3 金 3 日 ○ 3 水 ○ 3 金 ○ 3 月 ○ 3 木 ○ 3 土 ○ 3 火 ○
4 土 4 月 ○ 4 木 ○ 4 土 ○ 4 火 ○ 4 金 ○ 4 日 ○ 4 水 ○
5 日 5 火 ○ 5 金 ○ 5 日 ○ 5 水 ○ 5 土 ○ 5 月 ○ 5 木 ○
6 月 6 水 ○ 6 土 ○ 6 月 ○ 6 木 ○ 6 日 ○ 6 火 ○ 6 金 ○
7 火 7 木 ○ 7 日 ○ 7 火 ○ 7 金 ○ 7 月 ○ 7 水 ○ 7 土
8 水 8 金 ○ 8 月 ○ 8 水 ○ 8 土 ○ 8 火 ○ 8 木 ○ 8 日 　
9 木 9 土 ○ 9 火 ○ 9 木 ○ 9 日 ○ 9 水 ○ 9 金 ○ 9 月 　
10 金 　 10 日 ○ 10 水 ○ 10 金 ○ 10 月 ○ 10 木 ○ 10 土 ○ 10 火
11 土 　 11 月 ○ 11 木 ○ 11 土 ○ 11 火 ○ 11 金 ○ 11 日 ○ 11 水 　
12 日 　 12 火 ○ 12 金 ○ 12 日 ○ 12 水 ○ 12 土 ○ 12 月 ○ 12 木 　
13 月 　 13 水 ○ 13 土 ○ 13 月 ○ 13 木 ○ 13 日 ○ 13 火 ○ 13 金 　
14 火 　 14 木 ○ 14 日 ○ 14 火 ○ 14 金 ○ 14 月 ○ 14 水 ○ 14 土 　
15 水 15 金 ○ 15 月 ○ 15 水 ○ 15 土 ○ 15 火 ○ 15 木 ○ 15 日 　
16 木 16 土 ○ 16 火 ○ 16 木 ○ 16 日 ○ 16 水 ○ 16 金 ○ 16 月 　
17 金 17 日 ○ 17 水 ○ 17 金 ○ 17 月 ○ 17 木 ○ 17 土 ○ 17 火 　
18 土 18 月 ○ 18 木 ○ 18 土 ○ 18 火 ○ 18 金 ○ 18 日 ○ 18 水 　
19 日 19 火 ○ 19 金 ○ 19 日 ○ 19 水 ○ 19 土 ○ 19 月 ○ 19 木 　
20 月 20 水 ○ 20 土 ○ 20 月 ○ 20 木 ○ 20 日 ○ 20 火 ○ 20 金 　
21 火 ○ 21 木 ○ 21 日 ○ 21 火 ○ 21 金 ○ 21 月 ○ 21 水 ○ 21 土 　
22 水 ○ 22 金 ○ 22 月 ○ 22 水 ○ 22 土 ○ 22 火 ○ 22 木 ○ 22 日 　
23 木 ○ 23 土 ○ 23 火 ○ 23 木 ○ 23 日 ○ 23 水 ○ 23 金 ○ 23 月 　
24 金 ○ 24 日 ○ 24 水 ○ 24 金 ○ 24 月 ○ 24 木 ○ 24 土 ○ 24 火 　
25 土 ○ 25 月 ○ 25 木 ○ 25 土 ○ 25 火 ○ 25 金 ○ 25 日 ○ 25 水 　
26 日 ○ 26 火 ○ 26 金 ○ 26 日 ○ 26 水 ○ 26 土 ○ 26 月 ○ 26 木 　
27 月 ○ 27 水 ○ 27 土 ○ 27 月 ○ 27 木 ○ 27 日 ○ 27 火 ○ 27 金 　
28 火 ○ 28 木 ○ 28 日 ○ 28 火 ○ 28 金 ○ 28 月 ○ 28 水 ○ 28 土 　
29 水 ○ 29 金 ○ 29 月 ○ 29 水 ○ 29 土 ○ 29 火 ○ 29 木 ○ 29 日 　
30 木 ○ 30 土 ○ 30 火 ○ 30 木 ○ 30 日 ○ 30 水 ○ 30 金 ○ 30 月 　
　 　 31 日 ○ 　 31 金 ○ 31 月 ○ 　 31 土 ○ 　

10 31 30 31 31 30 31 6

※日数・ 200 日　
　

2026年度（令和8年度）　　　　豊平峡ダム路線管理業務日程表


